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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発射された遊技球が案内されて流下する遊技領域を有すると共に遊技球を賞球として払
出すように構成された本体と、その本体より払い出された遊技球及び遊技者により投入さ
れた遊技球を貯留する貯留部、前記本体より払い出された遊技球を前記貯留部へ流入させ
る流入口、及び前記貯留部に貯留された遊技球を前記本体側へ供給する供給口を有する皿
部と、を備えたパチンコ遊技機において、
　前記皿部の貯留部の一部を前記本体より離間して形成することによって前記貯留部と前
記本体との間に空間部を形成すると共に、前記遊技領域の下部の少なくとも一部が正面視
で前記空間部内に及ぶように構成されたものであって、
　前記遊技領域内における前記空間部を臨む位置に配設され、所定条件の成立により所定
の開放状態とされる入賞口を備えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項２】
　発射された遊技球が案内されて流下する遊技領域を有すると共に遊技球を賞球として払
出すように構成された本体と、その本体より払い出された遊技球及び遊技者により投入さ
れた遊技球を貯留する貯留部、前記本体より払い出された遊技球を前記貯留部へ流入させ
る流入口、及び前記貯留部に貯留された遊技球を前記本体側へ供給する供給口を有する皿
部と、を備えたパチンコ遊技機において、
　前記皿部の貯留部の一部を前記本体より離間して形成することによって前記貯留部と前
記本体との間に空間部を形成すると共に、前記遊技領域の下部の少なくとも一部が正面視
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で前記空間部内に及ぶように構成されたものであって、
　前記遊技領域内における前記空間部を臨む位置に配設され、画面表示可能な表示部を備
えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項３】
　発射された遊技球が案内されて流下する遊技領域を有すると共に遊技球を賞球として払
出すように構成された本体と、その本体より払い出された遊技球及び遊技者により投入さ
れた遊技球を貯留する貯留部、前記本体より払い出された遊技球を前記貯留部へ流入させ
る流入口、及び前記貯留部に貯留された遊技球を前記本体側へ供給する供給口を有する皿
部と、を備えたパチンコ遊技機において、
　前記皿部の貯留部の一部を前記本体より離間して形成することによって前記貯留部と前
記本体との間に空間部を形成すると共に、前記遊技領域の下部の少なくとも一部が正面視
で前記空間部内に及ぶように構成されたものであって、
　前記遊技領域内における前記空間部を臨む位置に配設され、遊技球の振り分けを行う遊
技球振分け手段を備えたことを特徴とするパチンコ遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機に関し、特に、遊技球が賞球として払い出される上皿を備え
たパチンコ遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パチンコ遊技機には、遊技盤を設けた前面枠に対して開閉可能な前飾り枠或
いは上皿板等と称される開閉枠がガラス扉枠の下方に別体で設けられ、その前飾り枠に、
賞球として払い出された遊技球や遊技者により投入された遊技球を貯留して発射装置へ供
給する上皿が設けられていた（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　一方、図２１に示す従来のパチンコ機５０１では、遊技球による遊技をよりダイナミッ
クで迫力あるものとするために、遊技領域５１４を従来よりも拡大すると共に、遊技領域
５１４を臨む略円形の窓部５４１が設けられたガラス扉枠５０４下部に上皿５５４が一体
的に設けられている。
【特許文献１】特開平６－３１５５６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来のパチンコ機５０１では、遊技領域５１４の大きさ又は配
置が、ガラス扉枠５０４下部に設けられた上皿５５４によって大きく制限されるという問
題がある。
【０００５】
　解決しようとする課題は、遊技領域の大きさや配置についての制約を少なくしたパチン
コ遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（請求項１）発射された遊技球が案内されて流下する遊技領域を有すると共に遊技球を
賞球として払出すように構成された本体と、その本体より払い出された遊技球及び遊技者
により投入された遊技球を貯留する貯留部、前記本体より払い出された遊技球を前記貯留
部へ流入させる流入口、及び前記貯留部に貯留された遊技球を前記本体側へ供給する供給
口を有する皿部と、を備えたパチンコ遊技機において、
　前記皿部の貯留部の一部を前記本体より離間して形成することによって前記貯留部と前
記本体との間に空間部を形成すると共に、前記遊技領域の下部の少なくとも一部が正面視
で前記空間部内に及ぶように構成されたものであって、
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　前記遊技領域内における前記空間部を臨む位置に配設され、所定条件の成立により所定
の開放状態とされる入賞口を備えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
　（請求項２）発射された遊技球が案内されて流下する遊技領域を有すると共に遊技球を
賞球として払出すように構成された本体と、その本体より払い出された遊技球及び遊技者
により投入された遊技球を貯留する貯留部、前記本体より払い出された遊技球を前記貯留
部へ流入させる流入口、及び前記貯留部に貯留された遊技球を前記本体側へ供給する供給
口を有する皿部と、を備えたパチンコ遊技機において、
　前記皿部の貯留部の一部を前記本体より離間して形成することによって前記貯留部と前
記本体との間に空間部を形成すると共に、前記遊技領域の下部の少なくとも一部が正面視
で前記空間部内に及ぶように構成されたものであって、
　前記遊技領域内における前記空間部を臨む位置に配設され、画面表示可能な表示部を備
えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
　（請求項３）発射された遊技球が案内されて流下する遊技領域を有すると共に遊技球を
賞球として払出すように構成された本体と、その本体より払い出された遊技球及び遊技者
により投入された遊技球を貯留する貯留部、前記本体より払い出された遊技球を前記貯留
部へ流入させる流入口、及び前記貯留部に貯留された遊技球を前記本体側へ供給する供給
口を有する皿部と、を備えたパチンコ遊技機において、
　前記皿部の貯留部の一部を前記本体より離間して形成することによって前記貯留部と前
記本体との間に空間部を形成すると共に、前記遊技領域の下部の少なくとも一部が正面視
で前記空間部内に及ぶように構成されたものであって、
　前記遊技領域内における前記空間部を臨む位置に配設され、遊技球の振り分けを行う遊
技球振分け手段を備えたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、皿部の貯留部の一部を本体より離間して形成することによって貯留部
と本体との間に空間部を形成すると共に、遊技領域の下部の少なくとも一部が正面視で空
間部内に及ぶように構成されているので、遊技領域の大きさや配置についての皿部による
制約を少なくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明のパチンコ遊技機を具体化した実施形態について説明する。本実施形態の
パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」と称する）１は、内部の遊技球払い出し機構
を利用して遊技球の貸し出しを行うＣＲ機と称されるタイプのパチンコ機であり、図１に
示すように、カードユニット２０が隣接配置され且つ電気的に接続されている。カードユ
ニット２０は、予め金額情報が記録された価値媒体としての図示しないプリペイドカード
を投入可能なカード投入口２１を有し、プリペイドカードから金額情報の読み出し及び書
き込みが可能となっている。
【０００９】
　パチンコ機１は、図１乃至図５に示すように、外枠２と、その外枠２の前部に設けられ
外枠２の一側部にて開閉可能に支持された前面枠３とを備えている。外枠２は、パチンコ
機１のベースとなる枠であり、板材により全体として矩形状に構成されている。尚、本実
施の形態では、外枠２は木製であって、上下方向の長さは８０８ｍｍ、左右方向の長さは
５２０ｍｍとなっている。また、前面枠３は合成樹脂、具体的にはＡＢＳ（アクリロニト
リル－ブタジエン－スチレン）樹脂により構成されている。前面枠３の開閉軸線はパチン
コ機１の正面から見て左側に上下に延びるように設定されている。尚、外枠２は樹脂によ
り構成されていてもよく、あたかも外枠２及び前面枠３が一体物に見えるように構成され
ていてもよい。
【００１０】
　前面枠３には、後述する下皿ユニット５１を除く前面枠３の前面側を覆うように、ガラ
ス扉枠４が開閉自在に設けられている。尚、ガラス扉枠４が本発明の開閉枠を、前面枠３
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が本発明の本体枠をそれぞれ構成するものであ。また、後述する上皿５４を除いて外枠２
，前面枠３及びガラス扉枠４を含むパチンコ機１のすべての構成部材が本発明の本体を構
成するものである。また、ガラス扉枠４の開閉軸線（軸支部）もパチンコ機１の正面から
見て左側に上下に延びるように設定されている。
【００１１】
　詳しくは、ガラス扉枠４の背面図である図５に示すように、ガラス扉枠４の裏側から見
て右側の上端部付近に回動軸９１が設けられ、図５に示すように前面枠３の正面から見て
左側の上端部付近には回動軸９１が嵌め込まれる軸受部９２が設けられている。また、軸
受部９２の下方には、上方に突出する突回動軸９３が設けられ、ガラス扉枠４の下側面に
は、前記回動軸９１の下方位置において、前記突回動軸９３を嵌め込むための図示しない
軸受凹部が設けられている。そして、突回動軸９３を前記軸受凹部に嵌め込み、回動軸９
１を軸受部９２に嵌め込むことによって、ガラス扉枠４が軸支され開閉可能となる。この
ように本実施の形態では、回動軸９１と突回動軸９３を結ぶ線がガラス扉枠４の開閉軸線
として設定されている。
【００１２】
　また、ガラス扉枠４には、裏側から一対のガラス４２が並行して取り付けられている。
ガラス扉枠４の左右方向の長さは、前面枠３とほぼ同等であり、そのガラス扉枠４によっ
て前面枠３下部に設けられた下皿ユニット５１を除く殆どの部分が覆われるようになって
いる。
【００１３】
　前記前面枠３の後側（ガラス扉枠４の奥、外枠２の内側）には、遊技盤５が着脱可能に
装着されている。なお、遊技盤５は、その周縁部が前面枠３の裏側に当接した状態で取り
付けられており、図４では、遊技盤５の前面部の略中央部分だけが前面枠３の前面側に露
出した状態となっている。また、遊技盤５には、ルータ加工が施されることによって複数
の開口部が形成されており、各開口部には、普通入賞チャッカー６、可変入賞装置７、作
動チャッカー８、スルーチャッカー１０、図柄変動表示装置５７等が配設されている。
【００１４】
　尚、図柄変動表示装置５７の制御を行う表示制御基板を含む各種の制御基板は、図３に
示すように、遊技盤５の背面側に設けた透明樹脂製の裏パック５ａによって覆われている
。また、パチンコ機１の主制御を行うメイン基板はメイン基板ボックス５ｂに、入賞によ
る遊技球の払い出しやカードユニット２０からの貸し出し要求に基づいて遊技球の払い出
しを行う払出ユニット５ｄ及び遊技球の発射を行う発射装置３１の制御を行う払出発射制
御基板は払出発射制御基板ボックス５ｃにそれぞれ収納されている。
【００１５】
　図柄変動表示装置５７の液晶表示部には、例えば左図柄列、中図柄列及び右図柄列の３
つの表示列が表示される。各図柄列は複数の図柄によって構成されており、これら図柄が
各図柄列毎にスクロールされるように表示画面に可変表示されるようになっている。
【００１６】
　また、可変入賞装置７は、通常、遊技球Ｂが入賞できない状態又は入賞し難い状態にな
っている。より詳しくは、作動チャッカー８に対し遊技球Ｂが入賞することに基づいて、
図柄変動表示装置５７の液晶表示部の図柄が可変表示される。そして、確定された図柄の
組合わせが予め設定した特定の図柄の組合わせとなったこと、ここでは停止した図柄が特
定の組み合わせであることを必要条件に特別遊技状態が発生し、可変入賞装置７の大入賞
口が所定の開放状態となり（具体的には所定時間、所定回数だけ開く）、遊技球Ｂが入賞
しやすい状態（大当り遊技状態）になるよう構成されている。
【００１７】
　尚、図柄変動表示装置５７において変動表示される複数の図柄列のうち、１つを除く他
の図柄列の停止時の組合せが大当り図柄の組合せであるリーチ遊技状態となったときに、
図柄変動表示装置５７においてリーチ演出画面が表示されると共に、リーチ遊技状態の発
生が効果音によって報知される。
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【００１８】
　また、周知のとおり、前記一般入賞口６、可変入賞装置７、作動チャッカー８に遊技球
Ｂが入賞することに基づいて、後述する上皿５４（場合によっては下皿５３）に対し所定
数の景品球が払い出されるようになっている。また、遊技盤５には、遊技球Ｂの落下方向
を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車９等の各種部材
（役物）が配設されている。
【００１９】
　さて、前記前面枠３は、外形が前記外枠２とほぼ同一形状をなす樹脂ベース１１と、こ
の樹脂ベース１１の最内周側に位置し略円弧状をなすよう一体形成された内レール１２と
、主として図の左側の内レール１２に対し所定間隔を隔てて前記樹脂ベース１１に一体形
成された外レール１３とを備えている。これら内レール１２及び外レール１３は遊技球発
射ハンドル５２の回動操作に基づき発射装置３１から発射された遊技球Ｂを遊技盤５上部
へ案内する発射路としての役割を主として果たすものである。従って、内レール１２と外
レール１３とが並行する部分（向かって左側の部分）によって、誘導レールが構成される
こととなる。
【００２０】
　前記内レール１２の下端部付近において、遊技盤５には入賞しなかった遊技球Ｂを排出
するアウト口２５が形成されている。そして、遊技盤５の下部に落下した遊技球の多くは
、このアウト口２５を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。
このような構成の下、前面枠３の内周側の窓孔によって主として遊技領域の外延が確定さ
れており、前面枠３に対し遊技盤５が装着された状態にあっては、内レール１２及び外レ
ール１３が遊技盤５に当接又は近接した状態となる。そして、発射装置３１により発射さ
れた遊技球Ｂは、主として外レール１３によって遊技盤５の上部へと案内される。また、
遊技盤５には、遊技球の払い出しを行う払出口３２が設けられ、この払出口３２に連通す
るようにガラス扉枠４側に払出口４５が設けられている（図４及び図５参照）。
【００２１】
　次に、遊技領域１４について説明する。本実施の形態では、遊技領域１４を、パチンコ
機１の正面から見て、内レール１２及び外レール１３によって囲まれる領域のうち、内外
レール１２，１３の並行部分である誘導レールの領域を除いた領域としている。そして、
遊技領域は１４は、左右に比べて上下が僅かに長く設定された縦長の略楕円形状をなして
おり、その下部中央部分が後述する空間部５４ｈ内まで及んでいる。
【００２２】
　ここで、ガラス扉枠４について説明する。ガラス扉枠４には、前記遊技領域１４の殆ど
を外部から視認することができるように略楕円形状の窓部４１が形成されている。具体的
には、前記窓部４１は、その左右側の略中央部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾曲し
た形状となっている。なお、前記略中央部が直線状になるようにしてもよい。
【００２３】
　また、窓部４１の左端と、ガラス扉枠４の左端との間の最短距離（いわゆる左側部フレ
ーム部分の左右幅）は、ガラス扉枠４自体の強度及び支持強度を高めるために比較的大き
く設定されている。より詳しくは、図１及び図４を相互に比較すると明らかなように、ガ
ラス扉枠４が閉じられた状態において、外レール１３の左側部は勿論、内レール１２の左
側部も前記左側部フレーム部分によって覆い隠される。すなわち、誘導レールの一部が覆
い隠される。このように遊技球Ｂが一時的に視認困難となったとしても、それは、遊技球
Ｂが遊技領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主として遊技を楽しむ遊技領域にお
いて遊技球Ｂが視認困難となるわけではない。そのため、実際の遊技に際しては何ら支障
が生じない。また、このような支障が生じない一方で、ガラス扉枠４の十分な強度及び支
持強度が確保可能となっている。また、ガラス扉枠４には、図５に示すように、その左右
フレーム部分の裏側において、そのガラス扉枠４を補強するための例えば金属製の補強部
材４３，４４が取り付けられている。
【００２４】



(6) JP 4600732 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

　併せて、図１及び図４に示すように、ガラス扉枠４の存在していない前面枠３下部は、
例えばＡＢＳ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂よりなる下皿ユニット５
１となっている。下皿ユニット５１の右下部からは、遊技球発射用ハンドル５２が手前側
に延設されている。また、下皿ユニット５１のほぼ中央部には球受け皿としての景品球払
出用の下皿５３が設けられている。さらに、下皿ユニット５１には下皿５３の左側に隣接
して灰皿５６が設けられている。
【００２５】
　これに対し、ガラス扉枠４における窓部４１下方の下部フレームには、上皿５４が一体
的に設けられている。上皿５４は、合成樹脂を成形することによって製造され、ガラス扉
枠４の払出し口４５より払い出された遊技球及び遊技者により投入された遊技球を貯留す
る貯留部５４ａ、払出し口４５より払い出された遊技球を貯留部５４ａへ流入させる流入
口５４ｌ、及び貯留部５４ａに貯留された遊技球をガラス扉枠４の供給穴４９を通して発
射装置３１側へ供給する供給口５４ｒを有し、流入口５４ｌ及び供給口５４ｒの後端面に
おいてガラス扉枠４にビス等を用いて取り付け固定されている。
【００２６】
　上皿５４の貯留部５４ａは、流入口５４ｌ及び供給口５４ｒに連続する底面部５４ｂと
、底面部５４ｂの周囲を取り囲むように立設された前壁部５４ｃと、底面部５４ｂを挟ん
で前壁部５４ｃと対向するように流入口５４ｌと供給口５４ｒとの間に立設され且つ前壁
部５４ｃ側へ凸状となるように湾曲形成された後壁部５４ｄとを有している。底面部５４
ｂは、左右方向に細長く且つガラス扉枠４から前方へ張り出すように形成されている。ま
た、底面部５４ｂ後部の流入口５４ｌと供給口５４ｒとの間には前方側へ凹状をなす凹状
輪郭部５４ｕが形成され、上述した後壁部５４ｄは凹状輪郭部５４ｕに沿って立設されて
いる。後壁部５４ｄは、左右方向中央部でガラス扉枠４より数十ｍｍ程度（例えば、３０
～５０ｍｍ）前方側へ離間しており、後壁部５４ｄ背面とガラス扉枠４前面との間に空間
部５４ｈが形成される構造となっている。
【００２７】
　尚、図２（ａ）は上皿５４の平面図、（ｂ）は上皿５４付近の斜視図であり、図２（ａ
）では、上皿５４が取り付けられるガラス扉枠４を点線で示している。後壁部５４ｄの上
縁は、丸みを帯びた断面形状に形成されているので、極めて安全性が高い。例えば、遊技
者が指を移動させる際に後壁部５４ｄに触れた場合にも、遊技者の指を傷つけることが防
止される。また、遊技領域１４は、その下部中央部分が空間部５４ｈまで及んでおり、ガ
ラス扉枠４に嵌め込まれたガラス４２を通してアウト口２５と後壁部５４ｄとが対向する
位置関係となっている。
【００２８】
　貯留部５４ａの底面部５４ｂ上には、後壁部５４ｄの右側に、遊技球を一列に整列させ
て供給口５４ｒより供給穴４９を通して発射装置３１側へ流下させる整流部５４ｅが設け
られている。整流部５４ｅには、遊技球を後述する直線部５４ｆへ誘導するための傾斜壁
５４ｋが、直線部５４ｆを挟んで前壁部５４ｃ側及び後壁部５４ｄ側に形成されており、
遊技球の流路が徐々に狭まる構造となっている。また、整流部５４ｅには、底面部５４ｂ
上で前後方向に延設され且つ前方側から供給穴４９の位置する後方側に向かって下り傾斜
する直線部５４ｆが設けられ、この直線部５４ｆの底面に細長い長方形状の金属板５４ｍ
が装着されている。金属板５４ｍは、遊技球の流れをスムーズにする機能、底面を補強し
て摩擦による削れを防止する機能、ノイズを防止する機能等を有している。また、金属板
５４ｍの下流端側には球抜き穴５４ｊが形成されている。この球抜き穴５４ｊは、通常の
状態において直線部５４ｆの底面裏側をスライド自在に設けられる開閉弁５４ｉによって
閉塞されており、開閉弁５４ｉが前壁部５４ｃに設けられる球抜きレバー５４ｇの操作に
より移動されたときに、球抜き穴５４ｊが開放されて貯留部５４ａ内に貯留されていた遊
技球を図示しない球抜き通路を介して下皿５３に移動せしめるものである。
【００２９】
　ここで、上皿５４の貯留部５４ａにおける遊技球Ｂの流れについて、図６を参照しつつ
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説明する。遊技球Ｂは、払出口４５より払い出されると流入口５４ｌより貯留部５４ａ内
に流入し、緩やかに右下がりに傾斜する底面部５４ｂと、前壁部５４ｃ及び後壁部５４ｄ
とに案内されて貯留部５４ａ右側の供給口５４ｒへ向かって転動して整流部５４ｅに到達
する。また、遊技者によって遊技球Ｂが貯留部５４ａ内へ投入された場合も、同様に、底
面部５４ｂ等に案内されて転動して整流部５４ｅへ到達する。そして、遊技球Ｂは整流部
５４ｅの直線部５４ｆを挟んで両側に設けられた傾斜壁５４ｋによって誘導されて一列に
整列されると共に、直線部５４ｆ上を下り傾斜する後方側（ガラス扉枠４側）へ転動して
金属板５４ｍの下流端より供給穴４９へ流下する。供給穴４９から球送り装置４８へ供給
された遊技球は、１個ずつ発射レール３３に導かれ、発射装置３１によって発射される。
【００３０】
　上皿５４の前壁部５４ｃ前面左側に、遊技球の貸し出しに関する操作を行うための貸球
操作部４６が配設されている。貸球操作部４６は、図２（ｂ）に示すように、遊技球の貸
し出し可能状態をランプによって示す貸出ボタンランプ４６ａ、遊技球の貸し出しを行う
ための貸出ボタン４６ｂ、プリペイドカードの返却を行うための返却ボタン４６ｃ、プリ
ペイドカードの残り度数を表示する度数表示ＬＥＤ４６ｄとを備えている。
【００３１】
　ガラス扉枠４の周囲（例えばコーナー部分や窓部４１の周縁）には、各種ランプ、ＬＥ
Ｄ等の発光手段を備えた電飾部材６２が設けられている。これら電飾部材６２は、大当り
時や所定のリーチ時等の遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のように発光手段の発光態様
が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすようになっている。勿論、これら
電飾部材６２を、遊技盤５に設ける構成（コーナー飾りと称される電飾部材６２を遊技盤
５のコーナー部等に配設する）としてもよいし、場合によっては前面枠３に設ける構成と
してもよい。更には、前後一対のガラス４２間に配設する構成としてもよい。
【００３２】
　また、周知のとおり、前面枠３が外枠２に対し閉じられると自動的にロックがかかるよ
うになっており、所定のキー操作が行われることによりロックが解除されるようになって
いる。同様に、ガラス扉枠４が前面枠３に対し閉じられると自動的にロックがかかり、別
途のキー操作が行われることによりロックが解除されるようになっている。このようにロ
ック及びロック解除を行うためのロック機構が前面枠３の右下部、つまり下皿ユニット５
１の右端部に設けられている。ロック機構には、鍵穴を有するキーシリンダ（解除キー）
５５、前面枠３及び外枠２間でのロック及び解除を行うための第２ロック機構が含まれる
。本実施の形態では、最も幅狭で、遊技領域の拡張を阻害する前面枠の右中央部ではなく
、比較的にスペースにゆとりのある前面枠３の右下部に、キーシリンダ５５をはじめとす
る上記ロック機構（特にキーシリンダ５５）が配設されている。換言すれば、キーシリン
ダ５５は、遊技領域の最大幅となる位置を避けて配置されている。このような構成により
、遊技領域の拡張をより容易且つ確実に図ることができる。
【００３３】
　勿論、最も幅狭な部分以外であれば、上記以外の部位に設けてもよく、例えば、前面枠
３の右上部に設けるような構成としてもよい。また、上記例では、第１ロック機構及び第
２ロック機構をキーシリンダ５５でともにロック状態を解除可能としたが、それぞれの解
除のためのキーシリンダを別体で設けることとしてもよい。
【００３４】
　以上詳述したことから明らかなように、本実施形態によれば、上皿５４の貯留部５４ａ
の一部を本体（ガラス扉枠４）より離間して形成することによって貯留部５４ａと本体（
ガラス扉枠４）との間に空間部５４ｈを形成すると共に、遊技領域１４の下部中央部が空
間部５４ｈ内に及ぶように構成されているので、遊技領域１４の大きさや配置についての
上皿５４による制約を少なくすることができる。本実施形態では、略楕円形をなす遊技領
域１４の上端位置及び左右両端位置を従来と同様とし、遊技領域１４の下部中央部が空間
部５４ｈ内に及ぶように構成することにより、遊技領域１４の面積が拡大されている。ま
た、遊技者は、空間部５４ｈ内に位置するアウト口２５が設けられた遊技領域１４下部中
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央部を斜めに見下ろすことができるので、遊技領域１４全体を確実に視認することができ
る。そして、遊技者は遊技球がアウト口２５へ入っていく様子を斜め上から見下ろすこと
になり、遊技領域１４下部を含む広い領域でダイナミックな遊技を楽しむことができる。
尚、本実施形態では、遊技領域１４全体に対して２％以上（約３％）の領域が空間部５４
ｈ内に及んでいるので、遊技領域１４が従来構成よりも２％以上拡大される。
【００３５】
　また、底面部５４ｂ上には整流部５４ｅが設けられ、整流部５４ｅには遊技球誘導用の
傾斜壁５４ｋが形成されて遊技球の流路が徐々に狭まっているので、貯留された遊技球を
一列に整列させて供給口５４ｒより発射装置３１側へ確実に流下させることができる。特
に、遊技球誘導用の傾斜壁５４ｋが前壁部５４ｃ側だけでなく、後壁部５４ｄ側にも形成
されているので、遊技球が後壁部５４ｄ側で滞ることなく供給口５４ｒに向かって誘導さ
れる。
【００３６】
　また、整流部５４ｅは、底面部５４ｂ上で前後方向に延設され且つ前方側から供給口５
４ｒが設けられる後方側に向かって下り傾斜する直線部５４ｆを備えている。よって、流
入口５４ｌから底面部５４ｂ上に流入した遊技球は、前壁部５４ｃ側へ凸状に形成された
後壁部５４ｄを迂回して供給口５４ｒへ向かう経路に沿って転動し、整流部５４ｅの直線
部５４ｆにおいて一列に円滑に整列されて供給口５４ｒより発射装置３１側へ確実に流下
する。
【００３７】
　尚、本発明は上述した各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱し
ない範囲で種々の変更を施すことが可能である。例えば、前記実施形態では、ガラス扉枠
４に上皿５４が設けられる例を示したが、ガラス扉枠の下方に別体で前面枠３に対して開
閉可能な上皿板を設け、その上皿板に上皿５４を設ける構成のパチンコ機に対して本発明
を適用してもよい。尚、本変形例において、上皿板が本発明の開閉枠を構成するものであ
る。或いは、実施形態において、上皿５４を開閉枠としてのガラス扉枠４や上皿板に設け
ることなく、前面枠３に設ける構成としてもよい。
【００３８】
　また、前記実施形態では、貯留部５４ａの整流部５４ｅに直線部５４ｆを前後方向に設
ける構成としたが、図７（ａ）に示す第１の変形例のように、ガラス扉枠４に対して斜め
方向に延設され且つ前方側から後方側に向かって下り傾斜する直線部５４ｎを設け、この
直線部５４ｎを挟んで前壁部５４ｃ側及び後壁部５４ｄ側に傾斜壁５４ｋを設ける構成と
してもよい。本変形例によれば、図７（ｂ）に示すように、遊技球Ｂは、払出口４５より
払い出されると流入口５４ｌより貯留部５４ａ内に流入し、緩やかに右下がりに傾斜する
底面部５４ｂ，前壁部５４ｃ及び後壁部５４ｄに案内され、前壁部５４ｃ側へ凸状に形成
された後壁部５４ｄを迂回して供給口５４ｒへ向かう経路に沿って転動して貯留部５４ａ
右側の整流部５４ｅに到達する。また、遊技者によって遊技球Ｂが貯留部５４ａ内へ投入
された場合も、同様に、底面部５４ｂ等に案内されて転動して整流部５４ｅへ到達する。
そして、遊技球Ｂは直線部５４ｎの両側に設けられた傾斜壁５４ｋによって誘導されて一
列に整列されると共に、直線部５４ｎ上を下り傾斜する後方側（ガラス扉枠４側）へ転動
して金属板５４ｍの下流端より供給穴４９へ流下する。
【００３９】
　また、図８（ａ）に示す第２の変形例のように、底面部５４ｂ上で流入口５４ｌから供
給口５４ｒに至る曲線状の経路に沿って延設され且つ前方側から供給口５４ｒが設けられ
る後方側に向かって下り傾斜する曲線部５４ｏを設け、この曲線部５４ｏを挟んで前壁部
５４ｃ側及び後壁部５４ｄ側に傾斜壁５４ｋを設ける構成としてもよい。本変形例によれ
ば、図８（ｂ）に示すように、遊技球Ｂは、払出口４５より払い出されると流入口５４ｌ
より貯留部５４ａ内に流入し、緩やかに右下がりに傾斜する底面部５４ｂ，前壁部５４ｃ
及び後壁部５４ｄに案内され、前壁部５４ｃ側へ凸状に形成された後壁部５４ｄを迂回し
て供給口５４ｒへ向かう経路に沿って転動して貯留部５４ａ右側の整流部５４ｅに到達す
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る。また、遊技者によって遊技球Ｂが貯留部５４ａ内へ投入された場合も、同様に、底面
部５４ｂ等に案内されて転動して整流部５４ｅへ到達する。そして、遊技球Ｂは曲線部５
４ｏの両側に設けられた傾斜壁５４ｋによって誘導されて一列に整列されると共に、曲線
部５４ｏ上を下り傾斜する後方側（ガラス扉枠４側）へ転動して金属板５４ｍの下流端よ
り供給穴４９へ流下する。
【００４０】
　また、図９（ａ）に示す第３の変形例のように、底面部５４ｂ上で供給口５４ｒに対し
て流入口５４ｌとは反対側（右側）にて左右方向に延設され且つ供給口５４ｒが設けられ
る左方向に向かって下り傾斜する直線部５４ｐを設け、この直線部５４ｐを挟んで前壁部
５４ｃ側及び後壁部５４ｄ側に傾斜壁５４ｋを設ける構成としてもよい。本変形例によれ
ば、図９（ｂ）に示すように、遊技球Ｂは、払出口４５より払い出されると流入口５４ｌ
より貯留部５４ａ内に流入し、緩やかに右下がりに傾斜する底面部５４ｂ，前壁部５４ｃ
及び後壁部５４ｄに案内され、前壁部５４ｃ側へ凸状に形成された後壁部５４ｄを迂回し
て供給口５４ｒへ向かう経路に沿って転動して貯留部５４ａ右側の整流部５４ｅに到達す
る。また、遊技者によって遊技球Ｂが貯留部５４ａ内へ投入された場合も、同様に、底面
部５４ｂ等に案内されて転動して整流部５４ｅへ到達する。そして、遊技球Ｂは直線部５
４ｐの両側に設けられた傾斜壁５４ｋによって誘導されて一列に整列されると共に、直線
部５４ｐ上を下り傾斜する左側へ転動して金属板５４ｍの下流端より供給穴４９へ流下す
る。
【００４１】
　次に、前記実施形態の第４の変形例について、図１０乃至図１２を参照しつつ説明する
。本変形例のパチンコ機１０１は、遊技領域１４の上端位置を従来よりも下方としてガラ
ス扉枠４前面上部に部品配設領域を確保しつつ、遊技領域１４の下部中央部が空間部５４
ｈ内に及ぶように構成することにより、従来と同様の遊技領域１４の面積を確保したもの
である。そして、図１０に示すように、パチンコ機１０１のガラス扉枠４の窓部４１上方
の部品配設領域には、本発明の表示部を構成する情報表示部１５７が設けられている。情
報表示部１５７は、横長の長方形状を呈する液晶ディスプレイからなり、外部から受信し
た表示データに基づいて画面表示可能に構成されている。
【００４２】
　次に、上述したパチンコ機１０１を用いた情報提供システム２０１のシステム構成につ
いて、図１１を参照しつつ説明する。情報提供システム２０１は、図１１に示すように、
遊技ホール外の情報提供センタ等に設けられる情報サーバ２０２と、情報サーバ２０２が
接続されたインターネット網２０３と、遊技ホール側に設けられてインターネット網２０
３に接続されたホールサーバ２０４と、遊技ホール内に設けられた通信線２０５と、遊技
ホール内に設置されて通信線２０５を介してホールサーバ２０４と接続された複数のパチ
ンコ機１０１，・・１０１とから構成される。
【００４３】
　情報サーバ２０２には、各種情報の表示用データが記憶されており、当該記憶された表
示用データを、インターネット網２０３を介して各遊技ホールのホールサーバ２０４に対
して定期的に配信する。情報サーバ２０２によって配信される表示用データは、地域の飲
食店情報等の広告情報、ニュース、天気予報等である。ホールサーバ２０４は、インター
ネット網２０３を介して表示用データを受信して内部の記憶装置に記憶する。また、ホー
ルサーバ２０４は、遊技ホールにおいて入力された表示用データをも記憶装置に記憶する
。尚、遊技ホールにおいて入力される表示用データは、新台入れ替え情報、遊技機の新機
種情報、景品情報、遊技ホールからのお知らせ等である。そして、ホールサーバ２０４は
、記憶した表示用データを通信回線２０５を介して所定のタイミングで各パチンコ機１０
１へ送信する。各パチンコ機１０１において、情報表示部１５７が受信した表示用データ
に基づいて画面表示を行う。図１２は、情報表示部１５７において、新台入れ替え情報を
表示した例を示している。
【００４４】
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　以上詳述したことから明らかなように、本変形例によれば、遊技領域１４の下部中央部
が空間部５４ｈ内に及ぶように構成されているので、従来と同様の遊技領域１４の面積を
確保しつつガラス扉枠４上で遊技領域１４の上方に部品配設領域を確保されている。また
、部品配設領域に画面表示可能な情報表示部１５７が配設されているので、ガラス扉枠４
上部にて各種情報の表示を行うことができる。また、情報表示部１５７は、ホールサーバ
２０４より受信した表示用データに基づいて画面表示を行うように構成されると共に、イ
ンターネット等の通信回線を介して受信された広告宣伝情報、ニュース、お知らせ等に関
する表示用データに基づいて各種の情報を画面表示することができる。尚、情報表示部１
５７は、ＥＬディスプレイやＬＥＤディスプレイにより構成してもよい。情報表示部１５
７をＥＬディスプレイとした場合、高輝度で見易い画面表示を行うことができる。ＥＬデ
ィスプレイは可撓性を有する材質からなるので、曲面状に配設することにより、外部から
の光の写り込みを防止して画面表示の視認をより一層容易とすることができる。情報表示
部１５７をＬＥＤディスプレイとした場合、安価な構成で見易い画面表示を行うことがで
きる。さらに、情報表示部１５７をタッチパネル式ディスプレイとした場合、遊技者が指
で情報表示部１５７の表面に触れることによって容易に各種の入力操作を行うことができ
る。
【００４５】
　また、前記実施形態では、遊技領域１４を縦長の略楕円形状としたが、縦横の長さが略
等しい略円形状としてもよい。或いは、図１３及び図１４に示す第５の変形例としてのパ
チンコ機３０１のように、遊技領域１４下部に下方へ凸状をなす凸状部１４ａを設け、そ
の凸状部１４ａの少なくとも一部が空間部５４ｈ内に及ぶように構成してもよい。尚、図
１３は、本変形例のパチンコ機の正面図であり、図１４は、上皿５４付近の斜視図である
。また、図１３で、符号４１ａは、窓部４１で凸状部１４ａに対応する部分を表わしてい
る。本変形例によれば、遊技領域１４が略円形である場合に比べて空間部５４ｈ内に及ぶ
面積をより大きくすることができ、遊技領域１４の大きさや配置についての上皿５４によ
る制約をより一層少なくすることができる。
【００４６】
　また、前記実施形態では、遊技領域１４全体に対して約３％の領域が空間部５４ｈ内に
及ぶように構成したが、５％以上或いは１０％以上の領域が空間部内に及ぶように構成し
てもよい。これにより、遊技領域１４又は上部の部品配設スペースが従来構成よりも５％
又は１０％以上拡大される。
【００４７】
　また、前記実施形態では、遊技領域１４内に設けられた部材の内、アウト口２５のみが
空間部５４ｈを臨む位置に配設された例を示したが、図１５に示す第６の変形例のように
、所定条件の成立により所定の開放状態とされる可変入賞装置７の大入賞口７ａが、遊技
領域１４内における空間部５４ｈを臨む位置に配設される構成としてもよい。尚、図１５
は、遊技領域１４下部の正面図であり、上皿５４の後壁部５４ｄが設けられる位置を点線
にて示している（図１６，１７，１８，２０も同様。）。本変形例によれば、遊技者は遊
技球が大入賞口７ａへ入っていく様子を斜め上から容易且つ確実に視認することができる
。尚、従来は、大入賞口が遊技者の目の位置とほぼ同じ高さかやや下に配設されていたの
で、大入賞口への遊技球が入っていく様子を視認しにくいという問題があった。
【００４８】
　また、図１６に示す第７の変形例のように、遊技領域１４内における空間部５４ｈを臨
む位置に遊技に関連する演出表示等を行う液晶ディスプレイ等の表示装置５８が配設され
る構成としてもよい。本変形例によれば、遊技者が表示装置５８を斜め上から見下ろす際
に遊技球が流下していく様子が同時に視認されるので、遊技領域１４下部を含む広い領域
でダイナミックな遊技を楽しむことできる。
【００４９】
　また、図１７に示す第８の変形例のように、表示装置５８とアウト口２５とが一体的に
構成されるようにしてもよい。本変形例によれば、表示装置５８とアウト口２５とがより
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近接して配置され、遊技者は表示装置５８を斜め上から見下ろす際に遊技球がアウト口２
５へ流下していく様子を確実に視認して、遊技領域１４下部を含む広い領域でダイナミッ
クな遊技を楽しむことができる。また、表示装置５８とアウト口２５とをユニット化する
ことによって遊技板への組付けが容易となる。
【００５０】
　また、図１８に示す第９の変形例のように、表示装置５８を挟む左右両側における遊技
領域１４の最下端にアウト口２５ａ，２５ｂが設けられる構成としてもよい。また、本変
形例では、表示装置５８の下方のガイドレール５８ａが中央から左右両側へ緩やかに下り
傾斜し、左右のアウト口２５ａ，２５ｂへ遊技球が誘導されるように構成されている。さ
らに、図１９に示すように、表示装置５８は遊技者の視線方向である斜め上方向きに傾斜
配置されているので、遊技者はより容易に表示装置５８における表示内容を視認すること
ができる。本変形例によれば、遊技者は表示装置５８を斜め上から見下ろす際に遊技球が
左右のアウト口２５ａ、２５ｂのいずれかに流下していく様子を視認することができ、遊
技領域１４下部を含む広い領域でダイナミックな遊技を楽しむことができる。尚、遊技領
域１４の最下部において表示装置５８を挟む左右の一方にアウト口を、他方に入賞口を設
ける構成としてもよい。この構成では、遊技領域１４の最下部まで遊技球の行方に目が離
せず、より一層遊技を楽しむことができる。
【００５１】
　また、図２０に示す第１０の変形例のように、遊技球の振り分けを行う遊技球振分け装
置５９が、遊技領域１４内における空間部５４ｈを臨む位置に配設される構成としてもよ
い。ここで、遊技球振分け装置５９は、遊技球を保持可能な複数個（図２０では４個）の
穴５９ｂが表面に形成された皿状部材５９ａの回転により遊技球を振分けて入賞を決定す
るように構成された装置である。本変形例によれば、遊技者は遊技球振分け装置５９によ
って遊技球が振り分けされる様子を斜め上から容易に観察することができ、遊技球振分け
装置５９における遊技をじっくりと楽しむことができる。尚、従来は、遊技球振分け装置
が遊技者の目の位置とほぼ同じ高さに配設されていたので、遊技球が振分けられるを視認
しにくいという問題があった。
【００５２】
（付記）
　上述した実施形態から、以下に示す本発明の各手段を抽出することができる。以下、各
手段につき、必要に応じて作用効果等を付記しつつ説明する。
　１．発射された遊技球が案内されて流下する遊技領域を有すると共に遊技球を賞球とし
て払出すように構成された本体と、その本体より払い出された遊技球及び遊技者により投
入された遊技球を貯留する貯留部、前記本体より払い出された遊技球を前記貯留部へ流入
させる流入口、及び前記貯留部に貯留された遊技球を前記本体側へ供給する供給口を有す
る上皿と、を備えたパチンコ遊技機において、
　前記上皿の貯留部の一部を前記本体より離間して形成することによって前記貯留部と前
記本体との間に空間部を形成すると共に、前記遊技領域の下部の少なくとも一部が前記空
間部内に及ぶように構成されたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【００５３】
　手段１によれば、上皿の貯留部の一部を本体より離間して形成することによって貯留部
と本体との間に空間部を形成すると共に、遊技領域の下部の少なくとも一部が空間部内に
及ぶように構成されているので、遊技領域の大きさや配置についての上皿による制約を少
なくすることができる。例えば、楕円形をなす遊技領域の上端位置及び左右両端位置を従
来と同様とし、遊技領域の下部の少なくとも一部が空間部内に及ぶように構成することに
より、遊技領域の面積を拡大することができる。また、遊技領域の上端位置を従来よりも
下方として本体前面上部に電飾部材等の配設スペースを大きく確保しつつ、遊技領域の下
部の少なくとも一部が空間部内に及ぶように構成することにより、従来と同様の遊技領域
の面積を確保することができる。また、遊技者は、空間部内に位置する遊技領域の下部の
少なくとも一部を斜めに見下ろすことができるので、遊技領域全体を確実に視認すること
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ができる。
【００５４】
　２．前記遊技領域は略円形をなしていることを特徴とする手段１に記載のパチンコ遊技
機。
　手段２によれば、略円形をなす遊技領域の下部の少なくとも一部が空間部内に及ぶよう
に構成されているので、遊技領域の大きさや配置についての上皿による制約を少なくする
ことができる。
【００５５】
　３．前記遊技領域は縦長の略楕円形をなしていることを特徴とする手段１に記載のパチ
ンコ遊技機。
　手段３によれば、縦長の略楕円形をなす遊技領域の下部の少なくとも一部が空間部内に
及ぶように構成されているので、遊技領域が略円形である場合に比べて空間部内に及んで
いる面積をより大きくすることができ、遊技領域の大きさや配置についての上皿による制
約をより一層少なくすることができる。
【００５６】
　４．前記遊技領域の下部には下方へ凸状をなす凸状部が設けられ、その凸状部の少なく
とも一部が前記空間部内に及んでいることを特徴とする手段１に記載のパチンコ遊技機。
　手段４によれば、遊技領域の下部には下方へ凸状をなす凸状部が設けられ、その凸状部
の少なくとも一部が前記空間部内に及んでいるので、遊技領域が略円形である場合に比べ
て空間部内に及んでいる面積をより大きくすることができ、遊技領域の大きさや配置につ
いての上皿による制約をより一層少なくすることができる。
【００５７】
　５．前記遊技領域全体に対して２％以上の領域が前記空間部内に及んでいることを特徴
とする手段１乃至４のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
　手段５によれば、遊技領域全体に対して２％以上の領域が空間部内に及んでいるので、
遊技領域又は本体の部品配設スペースが従来構成よりも２％以上拡大される。
【００５８】
　６．前記遊技領域全体に対して５％以上の領域が前記空間部内に及んでいることを特徴
とする手段５に記載のパチンコ遊技機。
　手段６によれば、遊技領域全体に対して５％以上の領域が空間部内に及んでいるので、
遊技領域又は本体の部品配設スペースが従来構成よりも５％以上拡大される。
【００５９】
　７．前記遊技領域全体に対して１０％以上の領域が前記空間部内に及んでいることを特
徴とする手段６に記載のパチンコ遊技機。
　手段７によれば、遊技領域全体に対して１０％以上の領域が空間部内に及んでいるので
、遊技領域又は本体の部品配設スペースが従来構成よりも１０％以上拡大される。
【００６０】
　８．入賞しなかった遊技球を排出するアウト口が、前記遊技領域内における前記空間部
を臨む位置に配設されたことを特徴とする手段１乃至７のいずれかに記載のパチンコ遊技
機。
　手段８によれば、入賞しなかった遊技球を排出するアウト口が、遊技領域内における空
間部を臨む位置に配設されているので、遊技者は遊技球がアウト口へ入っていく様子を斜
め上から見下ろすことになり、遊技領域下部を含む広い領域でダイナミックな遊技を楽し
むことができる。
【００６１】
　９．所定条件の成立により所定の開放状態とされる大入賞口が、前記遊技領域内におけ
る前記空間部を臨む位置に配設されたことを特徴とする手段１乃至８のいずれかに記載の
パチンコ遊技機。
　手段９によれば、所定条件の成立により所定の開放状態とされる大入賞口が、遊技領域
内における空間部を臨む位置に配設されているので、遊技者は遊技球が大入賞口へ入って
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いく様子を斜め上から容易且つ確実に視認することができる。尚、従来は、大入賞口が遊
技者の目の位置とほぼ同じ高さかやや下に配設されていたので、大入賞口への遊技球が入
っていく様子を視認しにくいという問題があった。
【００６２】
　１０．画面表示可能な表示装置が、前記遊技領域内における前記空間部を臨む位置に配
設されたことを特徴とする手段１乃至９のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
　手段１０によれば、画面表示可能な表示装置が遊技領域内における空間部を臨む位置に
配設されているので、遊技者が表示装置を斜め上から見下ろす際に遊技球が流下していく
様子が同時に視認されるので、遊技領域下部を含む広い領域でダイナミックな遊技を楽し
むことできる。
【００６３】
　１１．前記表示装置と入賞しなかった遊技球を排出するアウト口とが一体的に構成され
たことを特徴とする手段１０に記載のパチンコ遊技機。
　手段１１によれば、遊技領域内における空間部を臨む位置に配設された表示装置と、入
賞しなかった遊技球を排出するアウト口とが一体的に構成されているので、表示装置とア
ウト口とがより近接して配置され、遊技者は表示装置を斜め上から見下ろす際に遊技球が
アウト口へ流下していく様子を同時に視認して、遊技領域下部を含む広い領域でダイナミ
ックな遊技を楽しむことができる。また、表示装置とアウト口とをユニット化することに
よって遊技板への組付けが容易となる。
【００６４】
　１２．前記表示装置を挟む左右両側における前記遊技領域の最下端に、遊技球が流下す
る開口が設けられたことを特徴とする手段１０又は１１に記載のパチンコ遊技機。
　手段１２によれば、表示装置を挟む左右両側における遊技領域の最下端に、遊技球が流
下する開口が設けられているので、遊技者は表示装置を斜め上から見下ろす際に遊技球が
左右いずれかの開口へ流下していく様子を同時に視認することができ、遊技領域下部を含
む広い領域でダイナミックな遊技を楽しむことができる。
【００６５】
　１３．前記表示装置を挟む左右両側における前記遊技領域の最下端に、入賞しなかった
遊技球を排出するアウト口が設けられたことを特徴とする手段１２に記載のパチンコ遊技
機。
　手段１３によれば、表示装置を挟む左右両側における遊技領域の最下端に、入賞しなか
った遊技球を排出するアウト口が設けられているので、遊技者は表示装置を斜め上から見
下ろす際に遊技球が左右いずれかのアウト口に流下していく様子を同時に視認することが
でき、遊技領域下部を含む広い領域でダイナミックな遊技を楽しむことができる。
【００６６】
　１４．前記表示装置を挟む左右両側における前記遊技領域の最下端の一方に入賞口が、
他方に入賞しなかった遊技球を排出するアウト口が設けられたことを特徴とする手段１２
に記載のパチンコ遊技機。
　手段１４によれば、表示装置を挟む左右両側における遊技領域の最下端の一方に入賞口
が、他方に入賞しなかった遊技球を排出するアウト口が設けられているので、遊技者は表
示装置を斜め上から見下ろす際に遊技球が入賞口又はアウト口のいずれかに流下していく
様子を視認することができ、遊技領域下部を含む広い領域でダイナミックな遊技を楽しむ
ことができる。また、遊技者は、遊技領域の最下部まで遊技球の行方に目が離せず、より
一層遊技を楽しむことができる。
【００６７】
　１５．前記表示装置が遊技者の視線方向に傾斜配置されたことを特徴とする手段１０乃
至１４のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
　手段１５によれば、表示装置が遊技者の視線方向に傾斜配置されているので、遊技者は
より容易に表示装置における表示内容を視認することができる。
【００６８】
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　１６．遊技球の振り分けを行う遊技球振分け装置が、前記遊技領域内における前記空間
部を臨む位置に配設されたことを特徴とする手段１乃至１５のいずれかに記載のパチンコ
遊技機。
　手段１６によれば、遊技球の振り分けを行う遊技球振分け装置が、遊技領域内における
空間部を臨む位置に配設されているので、遊技者は遊技球が振り分けされる様子を斜め上
から容易に観察することができ、遊技球振分け装置における遊技をじっくりと楽しむこと
ができる。尚、従来は、遊技球振分け装置が遊技者の目の位置とほぼ同じ高さに配設され
ていたので、遊技球が振分けられるを視認しにくいという問題があった。
【００６９】
　１７．前記貯留部は、前記流入口及び前記供給口に連続する底面部と、その底面部の周
囲を取り囲むように立設された前壁部と、前記底面部を挟んで前記前壁部と対向して立設
され且つ前記前壁部側へ凸状に形成された後壁部とを備え、
　前記遊技領域の下部の少なくとも一部が、前記後壁部と前記本体との間に形成された空
間部内に及ぶように構成されたことを特徴とする手段１乃至１６のいずれかに記載のパチ
ンコ遊技機。
　手段１７によれば、底面部を挟んで前壁部と対向して立設された後壁部が前壁部側へ凸
状に形成されて、後壁部と本体との間に確実に空間部を形成し、遊技領域の下部の少なく
とも一部がその空間部内に及ぶように構成されているので、遊技領域の大きさや配置につ
いての上皿による制約を少なくすることができる。
【００７０】
　１８．前記本体は、前記遊技領域が設けられる本体枠と、その本体枠に対して前面側へ
開閉可能に設けられ且つ前記上皿が取り付けられる開閉枠とを備え、
前記後壁部と前記開閉枠との間に空間部を形成したことを特徴とする手段１７に記載のパ
チンコ遊技機。
　手段１８によれば、遊技領域の下部の少なくとも一部が、上皿の後壁部と開閉枠との間
に形成された空間部内に及ぶように構成されているので、遊技領域の大きさや配置につい
ての上皿による制約を少なくすることができる。
【００７１】
　１９．前記開閉枠は、遊技盤を臨む窓部にガラスを設けたガラス扉枠であることを特徴
とする手段１８に記載のパチンコ遊技機。
　手段１９によれば、上皿をガラス扉枠に取り付けたパチンコ遊技機において、遊技領域
の大きさや配置についての上皿による制約を少なくすることができる。
【００７２】
　２０．前記開閉枠は、遊技盤を臨む窓部にガラスが設けられたガラス扉枠の下方にてそ
のガラス扉枠とは別体で設けられた上皿板であることを特徴とする手段１８に記載のパチ
ンコ遊技機。
　手段２０によれば、上皿をガラス扉枠とは別体の上皿板に取り付けたパチンコ遊技機に
おいて、遊技領域の大きさや配置についての上皿による制約を少なくすることができる。
【００７３】
　２１．前記後壁部の上縁が丸みを帯びた断面形状に形成されたことを特徴とする手段１
乃至２０のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
　手段２１に記載のパチンコ遊技機によれば、後壁部の上縁が丸みを帯びた断面形状に形
成されているので、極めて安全性が高い。例えば、遊技者が指を移動させる際に後壁部に
触れた場合にも、遊技者の指を傷つけることが防止される。
【００７４】
　２２．前記底面部上に、遊技球を一列に整列させて前記供給口より本体側へ流下させる
整流部が設けられたことを特徴とする手段１７乃至２１のいずれかに記載のパチンコ遊技
機。
　手段２２によれば、貯留部の底面部上に整流部が設けられているので、遊技球を一列に
整列させて供給口より本体側へ流下させることができる。



(15) JP 4600732 B2 2010.12.15

10

20

30

40

50

【００７５】
　２３．前記整流部には、前記前壁部側及び前記後壁部側の少なくとも一方に遊技球誘導
用の傾斜壁が形成されたことを特徴とする手段２２に記載のパチンコ遊技機。
　手段２３によれば、整流部には、前壁部側及び後壁部側の少なくとも一方に遊技球誘導
用の傾斜壁が形成されているので、遊技球が確実に一列に整列され且つ供給口に向かって
確実に誘導される。
【００７６】
　２４．前記整流部には、前記前壁部側及び前記後壁部側の両方に遊技球誘導用の傾斜壁
が形成されたことを特徴とする手段２２に記載のパチンコ遊技機。
　手段２４によれば、整流部において遊技球誘導用の傾斜壁が前壁部側だけでなく、後壁
部側にも形成されているので、遊技球が後壁部側で滞ることなく供給口に向かって確実に
誘導される。
【００７７】
　２５．前記流入口及び前記供給口は、前記貯留部の後端で左右に離間して設けられ、前
記後壁部は、前記流入口と前記供給口との間に形成されたことを特徴とする手段２２乃至
２４のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
　手段２５によれば、貯留部の後端で左右に離間して設けられ流入口と供給口との間に底
面部を挟んで前壁部と対向して後壁部が立設され且つその後壁部が前壁部側へ凸状に形成
されているので、後壁部と本体との間に確実に空間が形成される。
【００７８】
　２６．前記整流部は、前記底面部上で前後方向に延設され且つ前方側から前記供給口が
設けられる後方側に向かって下り傾斜する直線部を備えたことを特徴とする手段２５に記
載のパチンコ遊技機。
　手段２６によれば、流入口から底面部上に流入した遊技球は、前壁部側へ凸状に形成さ
れた後壁部を迂回して供給口へ向かう経路に沿って転動し、底面部上で前後方向に延設さ
れ且つ前方側から供給口が設けられる後方側に向かって下り傾斜する整流部の直線部にお
いて一列に円滑に整列されて供給口より本体側へ確実に流下する。
【００７９】
　２７．前記整流部は、前記底面部上で前記供給口に対して前記払出口とは反対側にて左
右方向に延設され且つ前記供給口が設けられる方向に向かって下り傾斜する直線部を備え
たことを特徴とする手段２５に記載のパチンコ遊技機。
　手段２７によれば、流入口から底面部上に流入した遊技球は、前壁部側へ凸状に形成さ
れた後壁部を迂回して供給口へ向かう経路に沿って転動し、底面部上で供給口に対して払
出口とは反対側にて左右方向に延設され且つ供給口が設けられる方向に向かって下り傾斜
する整流部の直線部において一列に円滑に整列されて供給口より本体側へ確実に流下する
。
【００８０】
　２８．前記整流部は、前記底面部上で前記本体に対して斜め方向に延設され且つ前方側
から前記供給口が設けられる後方側に向かって下り傾斜する直線部を備えたことを特徴と
する手段２５に記載のパチンコ遊技機。
　手段２８によれば、流入口から底面部上に流入した遊技球は、前壁部側へ凸状に形成さ
れた後壁部を迂回して供給口へ向かう経路に沿って転動し、底面部上で本体に対して斜め
方向に延設され且つ前方側から供給口が設けられる後方側に向かって下り傾斜する整流部
の直線部において一列に円滑に整列されて供給口より本体側へ確実に流下する。
【００８１】
　２９．前記整流部は、前記底面部上で前記払出口から前記供給口に至る曲線状の経路に
沿って延設され且つ前方側から前記供給口が設けられる後方側に向かって下り傾斜する曲
線部を備えたことを特徴とする手段２５に記載のパチンコ遊技機。
　手段２９によれば、流入口から底面部上に流入した遊技球は、前壁部側へ凸状に形成さ
れた後壁部を迂回して供給口へ向かう経路に沿って転動し、底面部上で払出口から供給口
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に至る曲線状の経路に沿って延設され且つ前方側から供給口が設けられる後方側に向かっ
て下り傾斜する整流部の曲線部において一列に円滑に整列されて供給口より本体側へ確実
に流下する。
【００８２】
　３０．前記流入口及び前記供給口は、前記貯留部の後端で左右に離間して設けられ、前
記空間部は、前記流入口と前記供給口との間に形成されたことを特徴とする手段１乃至２
９のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
　手段３０によれば、貯留部の後端で左右に離間して設けられた流入口と供給口との間に
空間部を形成したので、空間部のサイズを大きくして、空間部内に及ぶ遊技領域の面積を
より大きくすることができる。
【００８３】
　３１．前記空間部は、前記貯留部の左右方向中央に形成されたことを特徴とする手段３
０に記載のパチンコ遊技機。
　手段３１によれば、空間部が貯留部の左右方向中央に形成されているので、貯留部にお
いて左右均等な強度を確保することができる。
【００８４】
　３２．前記貯留部の全体形状が、前記流入口側と前記供給口側とを両端とし且つ前方側
へ湾曲するアーチ状に形成されたことを特徴とする手段３０又は３１に記載のパチンコ遊
技機。
　手段３２によれば、貯留部の全体形状が流入口側と供給口側とを両端とし且つ前方側へ
湾曲するアーチ状に形成されているので、アーチ形状の内周側部分となる貯留部と本体と
の間に確実に空間部を形成することができる。
【００８５】
　３３．前記本体上で前記遊技領域の上方に部品配設領域を設けたことを特徴とする手段
１乃至３２のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
　手段３３によれば、本体上で遊技領域の上方に部品配設領域が設けられているので、本
体上部に表示装置や電飾部材等の各種の部品を配設することができる。
【００８６】
　３４．前記部品配設領域に、画面表示可能な表示部を配設したことを特徴とする手段３
３に記載のパチンコ遊技機。
　手段３４によれば、部品配設領域に画面表示可能な表示部が配設されているので、本体
上部にて演出画面又は各種情報の表示を行うことができる。
【００８７】
　３５．前記表示部は、タッチパネル式ディスプレイからなることを特徴とする手段３４
に記載のパチンコ遊技機。
　手段３５に記載のパチンコ遊技機によれば、表示部がタッチパネル式ディスプレイから
なるので、遊技者が指で表示部の表面に触れることによって容易に各種の入力操作を行う
ことができる。
【００８８】
　３６．前記表示部は、液晶ディスプレイからなることを特徴とする手段３４又は３５に
記載のパチンコ遊技機。
　手段３６に記載のパチンコ遊技機によれば、表示部が液晶ディスプレイからなるので、
高精細で見易い画面表示を行うことができる。
【００８９】
　３７．前記表示部は、ＥＬディスプレイからなることを特徴とする手段３４又は３５に
記載のパチンコ遊技機。
　手段３７に記載のパチンコ遊技機によれば、表示部がＥＬディスプレイからなるので、
高輝度で見易い画面表示を行うことができる。また、ＥＬディスプレイは可撓性を有する
材質からなるので、曲面状に配設することにより、外部からの光の写り込みを防止して画
面表示の視認をより一層容易とすることができる。
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【００９０】
　３８．前記表示部は、ＬＥＤディスプレイからなることを特徴とする手段３４又は３５
に記載のパチンコ遊技機。
　手段３８に記載のパチンコ遊技機によれば、表示部がＬＥＤディスプレイからなるので
、安価な構成で見易い画面表示を行うことができる。
【００９１】
　３９．前記表示部は、外部より受信した表示用データに基づいて画面表示を行うように
構成されたことを特徴とする手段３４乃至３８のいずれかに記載のパチンコ遊技機。
　手段３９に記載のパチンコ遊技機によれば、表示部は、外部（例えば、ホールサーバ等
）より受信した広告宣伝情報、ニュース、お知らせ等に関する表示用データに基づいて各
種の情報を画面表示することができる。
【００９２】
　４０．前記表示用データは、インターネット等の通信回線を介して受信されることを特
徴とする手段３９に記載のパチンコ遊技機。
　手段４０に記載のパチンコ遊技機によれば、表示部が、インターネット等の通信回線を
介して受信された広告宣伝情報、ニュース、お知らせ等に関する表示用データに基づいて
各種の情報を画面表示することができる。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明は、遊技球が賞球として払い出される上皿を備えた各種のパチンコ遊技機に適用
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の実施形態としてのパチンコ機の正面図である。
【図２】（ａ）は上皿の平面図、（ｂ）は上皿付近の斜視図である。
【図３】パチンコ機の背面側における斜視図である。
【図４】ガラス扉枠を開放した状態における前面枠、遊技盤等を示す正面図である。
【図５】ガラス扉枠を示す背面図である。
【図６】上皿における遊技球の流れを示す説明図である。
【図７】（ａ）は第１の変形例における上皿の平面図、（ｂ）は（ａ）の上皿における遊
技球の流れを示す説明図である。
【図８】（ａ）は第２の変形例における上皿の平面図、（ｂ）は（ａ）の上皿における遊
技球の流れを示す説明図である。
【図９】（ａ）は第３の変形例における上皿の平面図、（ｂ）は（ａ）の上皿における遊
技球の流れを示す説明図である。
【図１０】第４の変形例としてのパチンコ機の正面図である。
【図１１】パチンコ機を用いた情報提供システムの全体構成を示すシステム構成図である
。
【図１２】情報表示部における新台入れ替え情報の表示例である。
【図１３】第５の変形例のパチンコ機の正面図である。
【図１４】第５の変形例における上皿付近の斜視図である。
【図１５】第６の変形例における遊技領域下部の正面図である。
【図１６】第７の変形例における遊技領域下部の正面図である。
【図１７】第８の変形例における遊技領域下部の正面図である。
【図１８】第９の変形例における遊技領域下部の正面図である。
【図１９】第９の変形例における表示装置と遊技者の視線方向との位置関係を示す説明図
である。
【図２０】第１０の変形例における遊技領域下部の正面図である。
【図２１】従来のパチンコ機の正面図である。
【符号の説明】
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【００９５】
　１ パチンコ遊技機
　３ 前面枠（本体枠、本体）
　４ ガラス扉枠（開閉枠、本体）
　７ａ 大入賞口
　１４ 遊技領域
　１４ａ 凸状部
　２５，２５ａ，２５ｂ アウト口
　５４ 上皿
　５４ａ 貯留部
　５４ｂ 底面部
　５４ｃ 前壁部
　５４ｄ 後壁部
　５４ｅ 整流部
　５４ｆ，５４ｎ，５４ｐ 直線部
　５４ｏ 曲線部
　５４ｋ 傾斜壁
　５４ｈ 空間部
　５４ｌ 流入口
　５４ｒ 供給口
　５４ｕ 凹状輪郭部
　５８ 表示装置
　５９ 遊技球振分け装置
　１０１ パチンコ遊技機
　１５７ 情報表示部（表示部）
　３０１ パチンコ遊技機
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(24) JP 4600732 B2 2010.12.15

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－２０６９９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２１０７０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５２－１３２６７４（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

